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(54)【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  高表示品位の垂直配向モード液晶表示装置お
よびその簡便で有用な製造方法を提供する。
【解決手段】  液晶表示装置が有する配向膜１９，２９
は、絵素領域内に、液晶分子３２ａを略垂直に配向させ
る第１配向規制領域Ｒ１を有するとともに、絵素領域外
に、液晶分子３２ｂを１つの方位角方向に配向させる第
２配向規制領域Ｒ２を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  一対の基板と、前記一対の基板の間に設
けられた液晶層と、前記液晶層に電圧を印加する電極
と、前記一対の基板の前記液晶層側の表面に形成された
一対の配向膜とを備え、表示を行うための複数の絵素領
域を有する液晶表示装置であって、
前記一対の配向膜の少なくとも一方は、前記複数の絵素
領域のそれぞれ内に、前記液晶層の液晶分子を略垂直に
配向させる第１配向規制領域を有し、且つ、前記複数の
絵素領域外に、前記液晶層の液晶分子を１つの方位角方
向に配向させる第２配向規制領域を有する、液晶表示装
置。
【請求項２】  前記第１配向規制領域における前記液晶
分子の前記少なくとも一方の配向膜の表面に対するチル
ト角は、８８°～９０°の範囲内にあり、前記第２配向
規制領域における前記液晶分子の前記少なくとも一方の
配向膜の表面に対するチルト角は、０°～８７°の範囲
内にある請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記少なくとも一方の配向膜は、前記複
数の絵素領域のそれぞれ内に、前記第２配向規制領域を
さらに有する請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記第２配向規制領域は、前記第１配向
規制領域内の任意の点から前記第２配向規制領域までの
距離が５０μｍ以下となるように配置されている、請求
項１から３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記第２配向規制領域は、前記第１配向
規制領域を介して隣接する前記第２配向規制領域との間
隔が１００μｍ以下となるように配置されている、請求
項１から４のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記少なくとも一方の配向膜は複数の第
２配向規制領域を有し、前記複数の第２配向規制領域の
それぞれが規定する前記１つの方位角方向は互いに等し
い、請求項１から５のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記一対の配向膜の両方が、前記第１配
向規制領域および第２配向規制領域を有し、一方の前記
配向膜の前記第２配向規制領域は、他方の前記配向膜の
前記第２配向規制領域と前記液晶層を介して対向するよ
うに配置されている、請求項１から６のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【請求項８】  一対の基板と、前記一対の基板の間に設
けられた液晶層と、前記液晶層に電圧を印加する電極
と、前記一対の基板の前記液晶層側の表面に形成された
一対の配向膜とを備え、表示を行うための複数の絵素領
域を有する液晶表示装置であって、前記一対の配向膜の
少なくとも一方は、前記複数の絵素領域のそれぞれ内
に、前記液晶層の液晶分子を略垂直に配向させる第１配
向規制領域を有し、且つ、前記複数の絵素領域外に、前
記液晶層の液晶分子を１つの方位角方向に配向させる第
２配向規制領域を有する液晶表示装置の製造方法であっ
て、
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前記第１配向規制領域および前記第２配向規制領域を形
成する工程は、
前記基板の表面に垂直配向膜を形成する工程と、
前記垂直配向膜に選択的に化学線を照射することによ
り、前記垂直配向膜に液晶分子を方位角方向に配向させ
る機能を付与する工程と、
前記垂直配向膜にラビング処理を施す工程と、を包含す
る液晶表示装置の製造方法。
【請求項９】  前記化学線が紫外線である請求項８に記
載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示品位に優れた
液晶表示装置およびその製造方法に関する。特に、高表
示品位の垂直配向モード液晶表示装置およびその簡便で
有用な製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】現在、液晶表示装置は、パソコン、ナビ
ゲーションシステムを始め様々な情報処理装置の表示装
置として使用されている。現在の主流は、水平配向モー
ドの１つであるＴＮ（ツイストネマチック）モードの液
晶表示装置である。
【０００３】ＴＮモードの液晶表示装置の液晶層は、正
の誘電率異方性を有する液晶分子が、一対の基板間にそ
れぞれ基板表面に対してほぼ水平配向し、且つ、一方の
基板に接する液晶分子の配向方向と他方の基板に接する
液晶分子の配向方向とを互いに９０°ツイストさせてい
る。ＴＮモードの液晶表示装置は、非点灯状態において
白色表示を、点灯状態で黒色表示を行う、いわゆるノー
マリホワイトモードで表示を行う。しかしながら、この
ＴＮモードの液晶表示装置は、十分な黒表示が得られ難
いという欠点がある。これは、点灯状態（電圧印加状
態）においても、基板に近接する液晶分子は、電界に平
行（基板に垂直）に配向せず、水平配向を維持し、この
水平配向した液晶分子の複屈折性により偏光面が回転し
た光が液晶パネルを通過するためである。
【０００４】近年、負の誘電率異方性を有する液晶分子
が基板表面に対して垂直に配向した、垂直配向モードの
液晶表示装置の実用化が検討されている。垂直配向モー
ドの液晶表示装置では、ＴＮモードよりも高品位の黒色
表示が得られやすく、高コントラスト比の表示を実現し
やすいという利点がある。垂直配向モードでは、非点灯
状態において、ほとんど全ての液晶分子が基板面に対し
て略垂直に配向するため、液晶層が光の偏光面を回転さ
せることがないため、ほぼ完全な黒色表示が実現でき
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、垂直配
向モードの液晶表示装置は、以下の問題がある。
【０００６】垂直配向モードでは、液晶分子が配向膜の
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表面に対して略垂直配向されるので、液晶分子に方位角
方向の配向規制力を与えることが難しい。その結果、液
晶層に電圧印加することによって液晶分子を水平（電界
に垂直）に配向させ、白表示を行う際に、高品位の表示
が得られ難い。この問題を図１１および図１２を参照し
ながら説明する。
【０００７】図１１は、従来の垂直配向型液晶表示装置
４００の平面図であり、図１２は、点灯状態（電圧印加
状態）の液晶表示装置４００の断面図であり、図１１の
１２Ａ－１２Ａ’線に沿った断面図に相当する。
【０００８】液晶表示装置４００は、ＴＦＴ基板１０と
カラーフィルタ基板２０との間に、負の誘電率異方性を
有する液晶分子３２を有する液晶層３０を備える。ＴＦ
Ｔ基板１０は、ガラス基板１１と、その上に形成された
ゲート配線１２と、ソース配線１４と、ソース配線１４
にＴＦＴ１６を介して接続された絵素電極１８とを有し
ている。カラーフィルタ基板２０は、ガラス基板２１
と、その上に形成されたカラーフィルタ層２７と、対向
電極２８とを有している。ＴＦＴ基板１０およびカラー
フィルタ基板２０は、それぞれの液晶層３０側の表面に
垂直配向膜４２を有している。なお、カラーフィルタ層
２７のハッチング領域は、ブラックマトリクスを示して
いる。
【０００９】液晶表示装置４００が駆動状態にあると
き、図１２に示したように、絵素電極１８とゲート配線
１２と間に電界（矢印Ｅ）が発生し、ゲート配線１２の
近くに存在する液晶分子３２は、この電界の強さに応じ
て矢印ＡおよびＢの方向に傾く。図１１中の１２Ｂ－１
２Ｂ’線に沿った断面においても、ソース配線１４と絵
素電極１８との間に発生する電界の影響を受けて、ソー
ス配線１４の近くに存在する液晶分子３２は傾く。
【００１０】このように、ゲート配線１２およびソース
配線１４の近傍の液晶分子３２は、それぞれ異なった方
向に傾く傾向を持つ。すなわち、液晶分子３２に方位角
方向（表示面内または液晶層面内に規定される方向）の
配向規制を行わない場合、それぞれの部分の液晶分子３
２が電界の影響を受けて傾き、互いに異なる方位角方向
に液晶分子３２が配向する４つの領域が形成される傾向
にある。しかし、この４つの領域は不安定で、また、各
絵素領域における電界の影響も必ずしも一様でないた
め、各絵素領域で、これら４つの領域を所望の面積比で
安定的に形成することができない。その結果、４つの領
域の面積比のばらつきが表示品位を悪くするという問題
が生じる。これは、視角を傾けた場合に顕著なザラツキ
として視認される。
【００１１】これに対し、液晶分子の配向方向（以下、
特に断わらない限り、方位角方向における配向方向を指
す。）を制御する最も一般的かつ簡便な方法として、配
向膜にラビング処理を施すことにより、垂直配向に多少
のチルト角（ここでは、配向膜表面の法線からの角度、
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垂直配向からのずれを示す。）をもたせる方法がある。
電界の効果を上回る配向規制力を得るためには、一般
に、約３°以上のチルト角が必要である。しかしなが
ら、垂直配向膜にラビング処理を行なった場合、配向規
制力が弱いことが原因で、安定したチルト角は得られに
くい。つまり、わずかなラビング条件の違いにより、表
示面内で、液晶分子のチルト角のばらつきが発生し、こ
のチルト角のばらつきは、筋状の配向不良として視認さ
れる。
【００１２】配向規制力を得る他の方法として、電界を
利用する方法（特開平６－３０１０３６号公報、特開平
７－２３００９７号公報）や、液晶層に接する表面の凹
凸形状の効果を利用する方法（ＩＤＷ‘９７、ｐ．１５
９、「Ａ  Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ  Ａｌｉｇｎｅｄ  Ｌ
ＣＤ  Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ  Ｓｕｐｅｒ－ＨｉｇｈＩｍ
ａｇｅ  Ｑｕａｌｉｔｙ」）等があるが、いずれも十分
な配向規制力が得られなかったり、製造プロセスの増加
を伴うなど、望ましい方法とはいえない。
【００１３】また、特開平７－６４０９２号公報は、ノ
ーマリーホワイトモードのＴＮ表示において、一絵素領
域内に配向状態の異なる二以上の領域を有する場合、異
なる配向領域の境界に垂直配向の領域を形成することに
よって、異なる配向領域の境界におけるディスクリネー
ションラインの発生を防ぐ方法を開示する。しかし、こ
の方法の場合、部分的に配向を変化させた垂直配向領域
における配向膜には、液晶分子の配向方向を規制する力
がなく、液晶分子の配向を一方向に安定させる効果がな
い。
【００１４】本発明は、上記問題を鑑みてなされたもの
であり、その目的は、垂直配向モードにおいて、表示の
ザラツキや配向不良の発生しない高表示品位の液晶表示
装置およびその簡便で有用な製造方法を提供することに
ある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置
は、一対の基板と、前記一対の基板の間に設けられた液
晶層と、前記液晶層に電圧を印加する電極と、前記一対
の基板の前記液晶層側の表面に形成された一対の配向膜
とを備え、表示を行うための複数の絵素領域を有する液
晶表示装置であって、前記一対の配向膜の少なくとも一
方は、前記複数の絵素領域のそれぞれ内に、前記液晶層
の液晶分子を略垂直に配向させる第１配向規制領域を有
し、且つ、前記複数の絵素領域外に、前記液晶層の液晶
分子を１つの方位角方向に配向させる第２配向規制領域
を有し、そのことによって上記目的が達成される。
【００１６】前記第１配向規制領域における前記液晶分
子の前記少なくとも一方の配向膜の表面に対するチルト
角は、８８°～９０°の範囲内にあり、前記第２配向規
制領域における前記液晶分子の前記少なくとも一方の配
向膜の表面に対するチルト角は、０°～８７°の範囲内
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にある構成としてもよい。
【００１７】前記少なくとも一方の配向膜は、前記複数
の絵素領域のそれぞれ内に、前記第２配向規制領域をさ
らに有する構成としてもよい。
【００１８】前記第２配向規制領域は、前記第１配向規
制領域内の任意の点から前記第２配向規制領域までの距
離が５０μｍ以下となるように配置されていることが好
ましい。
【００１９】前記第２配向規制領域は、前記第１配向規
制領域を介して隣接する前記第２配向規制領域との間隔
が１００μｍ以下となるように配置されていることが好
ましい。
【００２０】前記少なくとも一方の配向膜は複数の第２
配向規制領域を有し、前記複数の第２配向規制領域のそ
れぞれが規定する前記１つの方位角方向は互いに等しい
構成としてもよい。
【００２１】前記一対の配向膜の両方が、前記第１配向
規制領域および第２配向規制領域を有し、一方の前記配
向膜の前記第２配向規制領域は、他方の前記配向膜の前
記第２配向規制領域と前記液晶層を介して対向するよう
に配置されていることが好ましい。
【００２２】本発明による液晶表示装置の製造方法は、
一対の基板と、前記一対の基板の間に設けられた液晶層
と、前記液晶層に電圧を印加する電極と、前記一対の基
板の前記液晶層側の表面に形成された一対の配向膜とを
備え、表示を行うための複数の絵素領域を有する液晶表
示装置であって、前記一対の配向膜の少なくとも一方
は、前記複数の絵素領域のそれぞれ内に、前記液晶層の
液晶分子を略垂直に配向させる第１配向規制領域を有
し、且つ、前記複数の絵素領域外に、前記液晶層の液晶
分子を１つの方位角方向に配向させる第２配向規制領域
を有する液晶表示装置の製造方法であって、前記第１配
向規制領域および前記第２配向規制領域を形成する工程
は、前記基板の表面に垂直配向膜を形成する工程と、前
記垂直配向膜に選択的に化学線を照射することにより、
前記垂直配向膜に液晶分子を方位角方向に配向させる機
能を付与する工程と、前記垂直配向膜にラビング処理を
施す工程とを包含し、そのことによって、上記目的が達
成される。前記化学線としては、紫外線が好ましい。
【００２３】以下、本発明の作用を説明する。
【００２４】本発明の液晶表示装置が有する配向膜の少
なくとも一方は、絵素領域内に、液晶分子を略垂直に配
向させる第１配向規制領域を有するとともに、絵素領域
外（以下、「絵素領域以外の領域」ともいう。）に、液
晶分子を１つの方位角方向に配向させる第２配向規制領
域を有する。第２配向規制領域の配向膜によって配向方
向が規制された液晶分子は、液晶に固有の連続性（連続
体的な性質）によって、第２配向規制領域の近傍の液晶
分子の配向方向を規制する。これにより、液晶分子が垂
直配向している第１配向規制領域に電圧を印加すると、

6
垂直配向している液晶分子も、第２配向規制領域の配向
膜によって配向規制されている液晶分子と同じ方向に傾
く。従って、垂直配向型液晶表示装置の点灯状態におい
ても、全面に均一な配向状態が得られ、高品位の表示が
実現される。
【００２５】第２配向規制領域における配向膜表面に対
する液晶分子のチルト角は、第１配向規制領域における
チルト角よりも小さい値となる。より具体的には、第１
配向規制領域におけるチルト角が８８°～９０°の範囲
内にあり、第２配向規制領域におけるチルト角が０°～
８７°の範囲内となるように液晶分子に配向規制力を与
える。第１配向規制領域におけるチルト角が８８°より
も小さいと、チルト角のばらつきが大きくなりムラとな
って表示品位が低下するおそれがある。他方、第２配向
規制領域におけるチルト角が８７°よりも大きいと、一
方向への配向を規制する力が弱くなり、十分な配向規制
ができなくなるおそれがある。
【００２６】第２配向規制領域は、絵素領域外のみなら
ず、複数の絵素領域のそれぞれ内にさらに設けられてい
てもよい。第２配向規制領域を絵素領域内にも設けるこ
とによって、第２配向規制領域によって液晶層内の液晶
分子に与えられる配向規制力を、第１配向規制領域によ
って垂直に配向している液晶分子に、効率的に伝達する
ことができるので好ましい。
【００２７】第２配向規制領域を、第１配向規制領域内
の任意の点から第２配向規制領域までの距離が５０μｍ
以下となるように配置すると、第２配向規制領域の配向
膜による配向規制力が第１配向規制領域の液晶分子にも
十分に及び、良好な応答速度で駆動することが可能とな
る。また、複数の第２配向規制領域が規定する配向方向
は互いに等しいことが、安定な配向および良好な応答速
度を得るためには好ましい。また、一対の配向膜の両方
に第２配向規制領域を形成し、液晶層を介して互いに対
向するするように配置することによって、第２配向規制
領域の配向膜による配向規制力を液晶分子により効率的
に与えることができる。なお、第１配向規制領域内の任
意の点から第２配向規制領域までの距離は、第１配向規
制領域内の任意の点から第１配向規制領域と第２配向規
制領域との境界までの最短距離を意味する。
【００２８】配向膜の第２配向規制領域は、垂直配向膜
の表面をアルカリや酸等の薬液に晒す方法や、垂直配向
膜に選択的（部分的）に光、電子ビーム、イオンビー
ム、Ｘ線などの化学線（以下、エネルギー線ともいう）
を照射する方法によって形成され得る。特に、配向膜に
部分的に光を照射する方法は、第１配向規制領域を形成
する垂直配向膜に、マスクを通した光やレーザ光などを
照射するだけで第２配向規制領域が得られるので、プロ
セスの増加を最小限に留めることができる。
【００２９】第２配向規制領域を形成するための化学線
としては、紫外線が効率的である。本発明の製造方法
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7
は、ラビング法以外の方法で、言い換えれば紫外線など
の化学線を照射する方法によって、配向膜に均一にチル
ト角を付与しているので、液晶分子を方位角方向に安定
に配向させることができる。また、これらの方法とラビ
ング法とを組み合わせた場合、ラビング法により付与さ
れる第１配向規制領域の垂直配向膜のチルト角を８８°
～９０°とすることによって、第１配向規制領域に表示
のざらつきや配向不良を生じさせることなく、第２配向
規制領域が規定する方位角方向を全面に亘って一致させ
ることができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】以下、本発明による実施形態の液
晶表示装置およびその製造方法を説明する。本発明は、
以下の実施形態に限定されるものではない。
【００３１】（実施形態１）図１に、実施形態１の垂直
配向モードの液晶表示装置１００の絵素領域の平面構造
を模式的に示す。また、図２に、液晶表示装置１００の
絵素領域の断面構造を模式的に示す。図２は、図１の２
Ａ－２Ａ’線に沿った断面図に相当する。いずれも電圧
無印加状態を示している。
【００３２】液晶表示装置１００は、ＴＦＴ基板１０と
カラーフィルタ基板２０との間に、負の誘電率異方性を
有する液晶分子３２を有する液晶層３０を備える。ＴＦ
Ｔ基板１０は、ガラス基板１１と、その上に形成された
ゲート配線１２と、ソース配線１４と、ソース配線１４
にＴＦＴ１６を介して接続された絵素電極１８とを有し
ている。カラーフィルタ基板２０は、ガラス基板２１
と、その上に形成されたカラーフィルタ層２７と、対向
電極２８とを有している。ＴＦＴ基板１０およびカラー
フィルタ基板２０は、それぞれの液晶層３０側の表面に
配向膜１９および２９を有している。なお、カラーフィ
ルタ層２７のハッチング領域は、ブラックマトリクスを
示している。
【００３３】液晶表示装置１００が有する配向膜１９お
よび２９は、それぞれ、絵素領域内に、液晶層３０の液
晶分子３２ａを略垂直に配向させる第１配向規制領域Ｒ
１を有し、且つ、絵素領域外に、液晶分子３２ｂを１つ
の方位角方向（矢印ＨＤ）に配向させる第２配向規制領
域Ｒ２を有している。この例では、配向膜１９および２
９の両方が第２配向規制領域Ｒ２を有し、それぞれの配
向膜１９および２９に形成された第２配向規制領域Ｒ２
が互いに対向するように配置されているが、これに限ら
れず、少なくともどちらか一方の配向膜１９または２９
に第２配向規制領域Ｒ２を設ければよい。本実施形態に
おいては、第１配向規制領域Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ
２との境界Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４が、絵素領域と絵素
領域以外の領域との境界に重なるように配置されてい
る。
【００３４】また、液晶表示装置１００では、絵素領域
外だけでなく、絵素領域内の一部にも第２配向規制領域
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Ｒ２が設けられている。図１において、絵素領域内に設
けられた第２配向規制領域Ｒ２と第１配向規制領域Ｒ１
との境界をＢ５およびＢ６で表す。このように、第２配
向規制領域Ｒ２を絵素領域内にも設けることによって、
第２配向規制領域Ｒ２によって液晶分子３２ｂに与えら
れる配向規制力を、第１配向規制領域Ｒ１によって垂直
に配向している液晶分子３２ａに、効率的に伝達するこ
とができるので好ましいが、これに限られない。
【００３５】例えば、絵素領域が小さい場合には、第２
配向規制領域Ｒ２を絵素領域外に設けるだけで、絵素領
域内の液晶分子３２の配向方向を十分に安定に規制する
ことができる。十分に安定な配向と、十分に速い応答速
度を得るためには、第１配向規制領域Ｒ１を介して隣接
する第２配向規制領域Ｒ２の間隔が１００μｍ以下とな
るように配置することが好ましい。
【００３６】具体的に図１を参照しながら説明すると、
ゲート配線１２側の境界Ｂ１と第１配向規制領域Ｒ１を
介してこれに対向する境界Ｂ３との間隔Ｗ１、ソース配
線１４側の境界Ｂ２と第１配向規制領域Ｒ１を介してこ
れに対向する境界Ｂ５との間隔Ｗ２、およびソース配線
１４側の境界Ｂ４と第１配向規制領域Ｒ１を介してこれ
に対向する境界Ｂ６との間隔Ｗ３のいずれもが１００μ
ｍ以下となるように配置することが好ましい。また、境
界Ｂ１と境界Ｂ３との間隔Ｗ１および境界Ｂ２と境界Ｂ
４との間隔Ｗ４のいずれもが１００μｍ以下の場合に
は、第２配向規制領域Ｒ２を絵素領域外に設けるだけ
で、絵素領域内の液晶分子３２の配向方向を十分に安定
に規制することができる。
【００３７】なお、本願明細書においては、表示の最小
単位である「絵素」に対応する液晶表示装置の領域を
「絵素領域」と呼ぶ。カラー液晶表示装置においては、
Ｒ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の「絵素」が１つの「画
素」に対応することとする。アクティブマトリクス型液
晶表示装置においては、絵素電極と絵素電極に対向する
対向電極とが絵素領域を規定する。本発明は、実施形態
で例示するアクティブマトリクス型液晶表示装置に限ら
れず、例えば、単純マトリクス型液晶表示装置に適用す
ることもできる。単純マトリクス型液晶表示装置におい
ては、ストライプ状に設けられる列電極と列電極に直交
するように設けられる行電極とが互いに交差するそれぞ
れの領域が絵素領域を規定する。なお、ブラックマトリ
クスが設けられる構成においては、厳密には、表示すべ
き状態に応じて電圧が印加される領域のうち、ブラック
マトリクスの開口部に対応する領域が絵素領域に対応す
ることになる。
【００３８】配向膜１９および２９は、典型的には、垂
直配向膜材料を用いて形成される。第１配向規制領域Ｒ
１の配向膜は、通常の方法で形成された垂直配向膜であ
り、液晶分子３２ａを配向膜の表面に対してチルト角が
ほぼ９０°になるように配向させる。
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【００３９】それに対し、第２配向規制領域Ｒ２の配向
膜は、垂直配向膜材料を用いて形成された膜の表面に、
後述する処理と、ラビング処理とを施すことによって、
液晶分子３２ｂをある方位角方向（矢印ＨＤ）に、ある
チルト角で配向させる。具体的には、液晶分子３２ｂを
配向膜１９（２９）の表面に対して、０°～８７°の範
囲のチルト角で傾斜させ、一方向に配向させる。また、
複数の第２配向規制領域Ｒ２のそれぞれが規定する配向
方向は互いに等しく、典型的には、表示面（液晶層）全
体に亘って同じ方向であることが好ましい。
【００４０】次に図３を参照しながら、液晶表示装置１
００の製造方法を説明する。液晶表示装置１００の構成
要素の内、第２配向規制領域Ｒ２を有する配向膜１９お
よび２９以外の構成要素は、公知の液晶表示装置と同じ
なので、その製造方法の説明を省略する。
【００４１】図３に示したように、ガラス基板１１（２
１）上に絵素電極１８（対向電極２８）が形成された基
板（それぞれＴＦＴ基板１０およびカラーフィルタ基板
２０となる）１０’（２０’）を用意する。勿論、ガラ
ス基板１１（２１）上には、それぞれ、ＴＦＴ１６やカ
ラーフィルタ層２７等の他の構成要素が形成されてい
る。
【００４２】この基板１０’（２０’）のほぼ全面に、
垂直配向膜材料からなる膜１９’（２９’）を形成す
る。垂直配向膜材料としては、例えば、有機高分子材料
の１つであるポリイミド樹脂を使用する。この垂直配向
膜１９’（２９’）は、液晶分子を垂直配向させる性質
を有している。
【００４３】基板１０’（２０’）の表面の垂直配向膜
１９’（２９’）に、マスク４０を介して紫外線（Ｕ
Ｖ）を照射する。マスク４０は、紫外線を透過する透光
部４０ａと紫外線を透過しない遮光部４０ｂとを有して
いる。透光部４０ａは、図１に示した第２配向規制領域
Ｒ２に対応するように設けられている。従って、マスク
４０を介して、紫外線を照射することによって、垂直配
向膜１９’（２９’）の第２配向規制領域Ｒ２となる領
域に紫外線が照射される。紫外線が照射された部分は、
液晶分子を基板の表面に対して０°～８７°のチルト角
で配向させる配向規制力を有するようになる。チルト角
は、紫外線の光量に依存し、０．１Ｊ／ｃｍ2 以上３０
Ｊ／ｃｍ2 以下の紫外線を照射することによって、０°
～８７°の範囲のチルト角を得ることができる。このよ
うに、ラビング処理以外の方法で、言い換えれば紫外線
などの化学線を照射する方法によって、垂直配向膜にチ
ルト角を付与しているので、液晶分子を方位角方向に安
定に配向させることができる。また、垂直配向膜１９’
（２９’）の表面にラビング処理を施すことによって、
チルト方向（液晶分子が傾く方位角方向）が規定され
る。
【００４４】本実施形態では、図１に示した第２配向規
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制領域Ｒ２を形成するために、絵素領域以外の全領域
と、絵素領域の一部に紫外線を照射する。この紫外線照
射工程は、垂直配向膜１９’（２９’）の形成後、任意
の時点で実施できる。具体的には、垂直配向材料を塗布
した直後でも、それを仮焼成した後でもよく、また、本
焼成した後、または、ラビング処理を施した後でもよ
い。
【００４５】また、マスク４０としては、例えば、通常
使用されるフォトマスクと同様のマスクを使用すること
ができる。また、上述の紫外線に代えて、可視光、赤外
光、Ｘ線などの他のエネルギー線を用いることができ
る。さらに、配向膜材料に対する所定波長のレーザ光を
用いてもよい。垂直配向膜の配向規制力を変化させるた
めの高エネルギーが容易に得られる化学線として、波長
が４００ｎｍ以下の紫外線が好ましい。このような波長
の光は、高圧水銀灯、低圧水銀灯、水銀キセノン灯など
で容易に得られる。
【００４６】上述のようにして得られたＴＦＴ基板１０
およびカラーフィルタ基板２０をそれぞれの第２配向規
制領域が向かい合うように貼り合わせ、液晶材料を注入
して、液晶表示装置１００が得られる。
【００４７】配向膜１９および２９に第２配向規制領域
Ｒ２を設けたことによる配向規制の影響は、第１配向規
制領域Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ２との境界Ｂ１～Ｂ６
から約５０μｍ（表示面内）程度まで観測された。本実
施形態においては、絵素領域の幅（図１中の間隔Ｗ４に
相当）が９０μｍ程度であり、絵素領域以外の領域に第
２配向規制領域Ｒ２を設けることで、配向規制力は十分
であったが、絵素領域内にも第２配向規制領域Ｒ２を設
けることで、より強い配向規制力を持たせることができ
た。
【００４８】絵素領域以外の領域および絵素領域内に設
ける第２配向規制領域Ｒ２の配置は、本実施形態で示し
た以外でも良い。配置する第２配向規制領域Ｒ２は、絵
素領域の大きさ、配向規制力の強さなどに応じて、適切
な形状と数が選ばれる。絵素領域の大きさによっては、
絵素領域内に第２配向規制領域Ｒ２を形成しない場合も
ある。第１配向規制領域Ｒ１を介して隣接する第２配向
規制領域Ｒ２の間隔が小さい方が、配向規制力は強いの
で、より強い配向規制力を要する場合には、より多くの
第２配向規制領域Ｒ２を配置すればよい。
【００４９】なお、図１では第２配向規制領域Ｒ２の形
状を線状のストライプで現しているが、この他、波形
（図４参照）、山形、のこぎり形（図５参照）でも良
く、さまざまな形状が連続した形態でも良い。また、円
形、楕円形でも良く、三角形、四角形などの角形や、星
形（図６参照）のように平面的な凹凸のある形状でも同
様の効果が得られる。
【００５０】また、第２配向規制領域Ｒ２の面積は、絵
素領域以外の領域内では任意の値が選ばれ、絵素領域内
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では第２配向規制領域Ｒ２の総面積が絵素領域の面積の
１／２より小さくなるように選ばれる。第２配向規制領
域Ｒ２の面積が大きくなる程、液晶表示装置の透過率や
表示品位に対する影響が大きくなるので、絵素領域内で
の第２配向規制領域Ｒ２の面積はできるだけ小さいこと
が好ましい。絵素領域以外の領域においては、制約はな
い。
【００５１】さらに、第２配向規制領域Ｒ２の幅は、最
小でも１０μｍが必要である。例えば図１を参照しなが
ら説明すると、ゲート配線１２の領域を含む第２配向規
制領域Ｒ２の幅Ｗ５、ソース配線１４の領域を含む第２
配向規制領域Ｒ２の幅Ｗ６、および第１配向規制領域Ｒ
１内に設けられた第２配向規制領域Ｒ２の幅Ｗ７のいず
れもが少なくとも１０μｍであることが必要である。第
２配向規制領域Ｒ２の幅が１０μｍ未満であると、配向
規制力が小さくなり、第１配向規制領域Ｒ１の配向方向
を強く規制することが困難となる。したがって、第２配
向規制領域Ｒ２の幅は大きい方が好ましいが、大きくな
るにつれて、黒表示における光もれも大きくなるので、
適当な値を選択することが必要となる。
【００５２】また、本実施形態では、第１配向規制領域
Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ２との境界が、絵素領域と絵
素領域以外の領域との境界に重なるように配置されてい
るが、第１配向規制領域Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ２と
の境界が、１０μｍ以内の範囲で、絵素領域側または絵
素領域以外の領域側のどちらかにずれるように配置され
ていても良い。
【００５３】さらに、本実施形態では、マスク４０とし
てフォトマスクと同様のマスクを使用したが、マスク４
０を用いずに、集光された光を所定の領域に照射しても
よい。さらに、本実施形態では、第２配向規制領域Ｒ２
を形成するために、垂直配向膜１９’（２９’）の表面
に紫外線を照射したが、電子ビーム、イオンビーム、Ｘ
線などの化学線（エネルギー線）を照射してもよい。
【００５４】さらに、本実施形態では、液晶表示装置を
構成する基板１０および２０の両方に第２配向規制領域
Ｒ２を形成し、第２配向規制領域Ｒ２同士が液晶層３０
を介して互いに対向するように配置したが、第２配向規
制領域Ｒ２を片側の基板（１０または２０）に形成し、
第２配向規制領域Ｒ２と第１配向規制領域Ｒ１とが対向
するように配置しても良い。また、第２配向規制領域Ｒ
２を分割して両方の基板に形成しても良い。すなわち、
第２配向規制領域Ｒ２のうちの一部を片側の基板に形成
し、残部の第２配向規制領域Ｒ２をもう片側の基板に形
成しても良い。両方の基板に第２配向規制領域Ｒ２を形
成する方が、より強い配向規制力が得られるが、片側で
も配向規制力は十分得られる。
【００５５】（実施形態２）図７に、実施形態２の垂直
配向モードの液晶表示装置２００の絵素領域の平面構造
を模式的に示す。また、図８に、液晶表示装置２００の
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絵素領域の断面構造を模式的に示す。図８は、図７の８
Ａ－８Ａ’線に沿った断面図に相当する。いずれも電圧
無印加状態を示している。なお、液晶表示装置２００の
構造の内、実施形態１の液晶表示装置１００と実質的に
同じ構造の説明は省略する。
【００５６】液晶表示装置２００は、第２配向規制領域
Ｒ２の配置が液晶表示装置１００と異なる。液晶表示装
置２００においても、ＴＦＴ基板１０とカラーフィルタ
基板２０の両方に第２配向規制領域Ｒ２を設け、液晶層
３０を介して互いに対向するように配置されているが、
これに限られないのは、実施形態１と同様である。
【００５７】液晶表示装置２００の配向膜１９および２
９は、絵素領域内に島状に形成された四角形の第２配向
規制領域Ｒ２を有する。また、第２配向規制領域Ｒ２の
配向規制力によって、液晶分子３２が傾く方向と、絵素
電極１８とゲート配線１２との間に発生する電界の影響
で液晶分子３２が傾く方向とが、互いに一致する部分
（図７中の絵素領域の下辺近傍）には、第２配向規制領
域Ｒ２を形成していない。すなわち、この領域では、上
記電界による配向規制力を利用することができる。
【００５８】なお、図７では、絵素領域内に形成される
第２配向規制領域Ｒ２の形状を四角形で現しているが、
この他、線状、波状、山状やのこぎり状のストライプで
も良く、さまざまな形状が連続した形態でも良い。ま
た、円形、楕円形でも良く、三角形、六角形などの角形
や、星形のように平面的な凹凸のある形状でも同様の効
果が得られる。
【００５９】なお、実施形態１について説明したよう
に、第２配向規制領域Ｒ２の面積は、絵素領域以外の領
域内では任意の値が選ばれ、絵素領域内では第２配向規
制領域Ｒ２の総面積が絵素領域の面積の１／２より小さ
くなるように選ばれる。第２配向規制領域Ｒ２の面積が
大きくなる程、液晶表示装置の透過率や表示品位に対す
る影響が大きくなるので、絵素領域内での第２配向規制
領域Ｒ２の面積はできるだけ小さいことが好ましい。絵
素領域以外の領域においては、制約はない。
【００６０】また、実施形態１と同様に、第２配向規制
領域Ｒ２の幅は、最小でも１０μｍが必要である。図７
において、例えば、絵素領域内に設けられた第２配向規
制領域Ｒ２の幅は、少なくとも１０μｍであることが必
要である。第２配向規制領域Ｒ２の幅は大きい方が好ま
しいが、大きくなるにつれて、黒表示における光もれも
大きくなるので、適当な値を選択することが必要とな
る。
【００６１】また、第２配向規制領域Ｒ２を形成する方
法は、実施形態１について説明した方法と同じ方法を用
いることができる。本実施形態２においても、紫外線の
照射量を０．１Ｊ／ｃｍ2 以上３０Ｊ／ｃｍ2 以下と
し、配向膜１９および２９の表面に対する液晶分子３２
ｂのチルト角を０°～８７°（法線方向から３°～９０
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°）の範囲となるようにした。第１配向規制領域Ｒ１に
おける液晶分子３２ａのチルト角も、実施形態１と同様
に、ほぼ９０°である。
【００６２】配向膜１９および２９に第２配向規制領域
Ｒ２を設けたことによる配向規制の影響は、第１配向規
制領域Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ２との境界から約５０
μｍ（表示面内）程度まで観測された。本実施形態にお
いては、絵素領域内にも第２配向規制領域Ｒ２を設ける
ことで、より強い配向規制力を持たせることができた。
【００６３】また、本実施形態では、第１配向規制領域
Ｒ１と第２配向規制領域Ｒ２との境界が、絵素領域と絵
素領域以外の領域との境界に、一部が重なるように配置
されているが、第１配向規制領域Ｒ１と第２配向規制領
域Ｒ２との境界が、１０μｍ以内の範囲で、絵素領域側
または絵素領域以外の領域側のどちらかにずれるように
配置されていても良い。なお、この他、第２配向規制領
域Ｒ２の配置が上記例に限られず、種々の改変が可能な
ことは、実施形態１で説明したとおりである。
【００６４】（実施形態３）図９に、実施形態３の垂直
配向モードの液晶表示装置３００の絵素領域の平面構造
を模式的に示す。また、図１０に、液晶表示装置３００
の絵素領域の断面構造を模式的に示す。図１０は、図９
の１０Ａ－１０Ａ’線に沿った断面図に相当する。いず
れも電圧無印加状態を示している。なお、液晶表示装置
３００の構造の内、実施形態１の液晶表示装置１００と
実質的に同じ構造の説明は省略する。
【００６５】液晶表示装置３００は、第２配向規制領域
Ｒ２の配置が液晶表示装置１００と異なる。液晶表示装
置３００においても、ＴＦＴ基板１０とカラーフィルタ
基板２０の両方に第２配向規制領域Ｒ２を設け、液晶層
３０を介して互いに対向するように配置されているが、
これに限られないのは、実施形態１と同様である。
【００６６】実施形態１と同様に、液晶表示装置３００
が有する配向膜１９および２９は、それぞれ、絵素領域
内に、液晶層３０の液晶分子３２ａを略垂直に配向させ
る第１配向規制領域Ｒ１を有し、且つ、絵素領域外に、
液晶分子３２ｂを１つの方位角方向（矢印ＨＤ）に配向
させる第２配向規制領域Ｒ２を有している。本実施形態
では、実施形態１と同様に、第１配向規制領域Ｒ１と第
２配向規制領域Ｒ２との境界Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３およびＢ
４が、絵素領域と絵素領域以外の領域との境界に重なる
ように配置されている。
【００６７】また、液晶表示装置３００の配向膜１９お
よび２９は、絵素領域内の略中央に、境界Ｂ２とこれに
対向する境界Ｂ４とを結ぶ線状の第２配向規制領域Ｒ２
を有している。図９において、絵素領域内に設けられた
第２配向規制領域Ｒ２と第１配向規制領域Ｒ１との境界
をＢ７およびＢ８で表す。第２配向規制領域Ｒ２の幅
は、実施形態１と同様に、最小でも１０μｍが必要であ
る。 *
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*【００６８】本実施形態においては、絵素領域内の略中
央に、境界Ｂ２とこれに対向する境界Ｂ４とを結ぶ線状
の第２配向規制領域Ｒ２が設けられているので、良好な
配向規制領力を持たせることができた。すなわち、境界
Ｂ１と境界Ｂ３との間隔Ｗ１が２００μｍ程度の場合で
も、境界Ｂ１とこれに対向する境界Ｂ７との間隔Ｗ８お
よび境界Ｂ３とこれに対向する境界Ｂ８との間隔Ｗ９の
いずれもが、１００μｍ以下となる。したがって、第２
配向規制領域Ｒ２に囲まれた第１配向規制領域Ｒ１内の
任意の点から第２配向規制領域Ｒ２までの距離が５０μ
ｍ（表示面内）以下となるので、第２配向規制領域Ｒ２
による配向規制力が、第１配向規制領域Ｒ１内の液晶分
子にも十分に及び、十分な応答速度を得ることができ
る。
【００６９】なお、絵素領域内に形成される第２配向規
制領域Ｒ２の形状が、図９に示した線状に限らず、他の
形状に変更できることは、実施形態１と同様である。ま
た、第２配向規制領域Ｒ２の面積、幅、配置および形成
方法についても、実施形態１について説明した通りであ
り、種々の改変が可能である。
【００７０】
【発明の効果】本発明によれば、垂直配向モードの液晶
表示装置が有する配向膜の少なくとも一方は、絵素領域
内に、液晶分子を略垂直に配向させる配向規制領域を有
するとともに、絵素領域外に、液晶分子を１つの方位角
方向に配向させる配向規制領域を有するので、均一で表
示品位の高い垂直配向モード液晶表示装置を得ることが
できる。
【００７１】また、本発明によれば、垂直配向膜に選択
的に比較的簡単な処理を施すだけで、液晶分子の方位角
方向の配向を規制する配向規制領域が形成できるので、
製造プロセスの増加が最小限に抑制され、従来よりも効
率良く垂直配向モード液晶表示装置を製造することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による実施形態１の液晶表示装置の絵素
領域を模式的に示す平面図である。
【図２】本発明による実施形態１の液晶表示装置の絵素
領域を模式的に示す断面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の製造方法におい
て、垂直配向膜に方位角方向の配向規制力を付与する工
程を示す模式図である。
【図４】実施形態１における第２配向規制領域Ｒ２の形
状を波形とした態様を模式的に示す平面図である。
【図５】実施形態１における第２配向規制領域Ｒ２の形
状をのこぎり形とした態様を模式的に示す平面図であ
る。
【図６】実施形態１における第２配向規制領域Ｒ２の形
状を星形とした態様を模式的に示す平面図である。
【図７】本発明による実施形態２の液晶表示装置の絵素
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領域を模式的に示す平面図である。
【図８】本発明による実施形態２の液晶表示装置の絵素
領域を模式的に示す断面図である。
【図９】本発明による実施形態３の液晶表示装置の絵素
領域を模式的に示す平面図である。
【図１０】本発明による実施形態３の液晶表示装置の絵
素領域を模式的に示す断面図である。
【図１１】従来の垂直配向型液晶表示装置の絵素領域を
模式的に示す平面図である。
【図１２】図１１の液晶表示装置の絵素領域を模式的に
示す断面図である。
【符号の説明】
１０  ＴＦＴ基板
１１、２１  ガラス基板 *
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*１２  ゲート配線
１４  ソース配線
１６  ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
１８  絵素電極（透明電極）
１９、２９  配向膜
２０  カラーフィルタ基板
２７  カラーフィルタ層
２８  対向電極（透明電極）
３０  液晶層
３２、３２ａ、３２ｂ  負の誘電率異方性を有する液晶
分子
１００、２００、３００、４００  液晶表示装置
Ｒ１  第１配向規制領域（垂直配向規制領域）
Ｒ２  第２配向規制領域（方位角方向の配向規制領域）

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図９】
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